
◇基本目標

令和7年度　事業計画

　私たちの生活に大きな影響を与えた新型コロナウイルス感染症の法的

類型引き下げにより、地域活動も以前の様子に戻ったような感覚がありま

す。しかし、コロナ禍の爪痕は大きく、特に住民同士の交流の機会の減

少からくる「つながりの希薄化」により、社会的な孤立・孤独の問題がより

一層深刻さを増しています。 

　また、物価高も相まって生活に困窮し相談機関につながる方が大幅に

増えている一方、支援が必要な状況にも関わらず、必要な支援につなが

らず、課題がより深刻化してしまうことも社会的な問題となっています。つ

まり、「つながりの希薄化」や「生活の不安」に対応した取組が更に求めら

れていると実感しています。

　本会では引き続き、「つながりを実感できる地域づくり」をテーマに、生

活支援体制整備事業を通じて、居場所や見守り活動により住民同士の

支え合いのチカラを回復し、支え合う地域づくりの機運を高めます。また、

「生活における不安への寄り添い」を実感してもらうため、各種貸し付けや

フードバンク、制服リユース制度などのセーフティーネットの強化や、重層

的支援体制整備事業通じて、様々な相談を受け止める窓口の強化に努

めます。

　さらに本年度は、第2期地域福祉活動計画が地域福祉計画と一体的に

策定されたことで、住民・地域・民間団体・行政が一体となって地域課題

を身近な問題として受け止め、解決していくための指針が示されたことか

ら、「地域共生社会」の実現に向けて取り組みをより一層推進していきま

す。

　令和7年5月からは事務所を移転し新たな本拠地の元、基本理念である

「支えあいみんながつながる高根沢」に向けて、地域住民を始め、自治

会、民生委員・児童委員、福祉関係機関、企業、ボランティア、行政な

ど、様々な関係者・関係機関と協働しながら、さらなる地域福祉の推進と

活性化を目指していきます。



■地域福祉事業

　身近な地域で支えあう地域住民の地域福祉活動を支援します。

◎ 地域福祉計画・地域福祉活動計画の推進

・

赤い羽根共同募金地域助成事業 【共同募金配分事業】

・

生活支援体制整備事業　　※地域支えあいセンターまるっとにて一体的に実施

・

・

■生活支援事業

日常生活自立支援(あすてらす)事業

・

◎ 生活福祉資金貸付事業（県社協事業窓口）

・

・

◎ 高根沢町福祉金庫の運営

・ 低所得世帯等に対し、資金の貸付と相談支援を実施

◎ フードバンクたかねざわの運営 【愛の基金】

・

・

車いす貸与事業

・

◎ 心配ごと相談所の開設 　※地域支えあいセンターまるっとにて一体的に実施  【共同募金配分事業】

・

法律相談事業の実施　　　※地域支えあいセンターまるっとにて一体的に実施

・ 弁護士が法律的な諸問題の相談に応じる場を奇数月に開設

多様な主体（団体・企業・法人）と連携したフードポスト設置や各種イベントでの周知
啓発

◎＝重点・強化事業　　　　

策定した第2期地域福祉計画・地域福祉活動計画（令和7～11年度）の推進につい
て、推進委員会を行政と共同で立ち上げ、計画の進捗及び見直し等に取り組む。

生活支援コーディネーターを第1層、第2層にそれぞれ配置し、高齢者の生活支援
サービスの体制整備を推進

「高齢者を支える地域づくり」を進めるため、第2層生活支援協議体（中学校区毎に設
置）の運営と住民主体サービス団体の開発

　日常生活に不安のある人や、困難な状況にある人をサポートし自立への支援をします。

判断能力の不十分な方への金銭管理代行、書類等の預かりを実施

他制度を利用できない低所得世帯等に対し、資金の貸し付けと必要な相談支援を実施

新型コロナ特例貸付の償還に加えて、生活再建に向けた支援の実施

生活困窮者支援と食品ロス削減を目的とし、食品の寄付受付と食料支援を実施

地域団体（自治会、公民館等）や、町内の住民団体が取り組む地域活動や福祉活動
に対し、活動資金を助成

一時的に車いすを必要とされる方に無料貸出

民生委員の協力を得て年４回、及び他相談窓口と合同の総合相談として年4回の心
配ごと相談所を開設



■ボランティア、住民活動の育成・強化活動　 ※支えあいセンターまるっとにて一体的に実施

ボランティアセンターの運営

・

夏休み学生ボランティア活動体験(夏ボラ2025）事業

・ 学校夏季休業期間に学生を対象としたボランティア活動体験を実施

◎ ボランティア保険助成事業

・ ボランティア活動を行う方の活動保険料を助成し、加入者の増加を目指す

・

志民活動センター事業

・

元気シニア応援窓口の設置

・ 町シニアクラブと連携してシニア世代の社会参加活動に関する相談窓口を設置

■高齢者福祉対策事業

・ 登録したひとり暮らし高齢者、高齢世帯への定期的な訪問

一般介護予防事業

・

・

◎ 地域の居場所(ふれあいいきいきサロン)設置 【愛の基金事業】

・

　

・

　
・

　

・

地域ボランティアを担い手としたふれあいいきいきサロンの設置と担い手講座の開催

　ボランティア活動、住民活動を活発にするための環境を整備し、各種講座を実施します。

ボランティアセンターにおいて、さまざまな機関と協働し、ボランティアの振興を図ると
ともに、ボランティア人材を育成する各種講座を開催

福祉ボランティア講座

障がい、高齢、児童分野で活躍できる福祉ボランティアを養成する講座を隔年で開
催。本年度は障害者支援ボランティア講座を開催

ボランティアCafé（誰もが活躍できる講座）の開催

新たな住民、企業、勤労者等のボランティア参加を促すための、簡単な作業で出来
るボランティアのミニ講座をCaféスタイルで実施

町民による社会貢献活動（志民活動）を支援し、団体間の横のつながりを活かしなが
らまちづくりを促進する事業

　高齢者が住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れるよう、介護予防の充実等に努めます。 

ひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯への訪問と生活支援

元気はつらつ運動教室を開催し、公民館や事業所、公共施設（上高・仁井田図書
館、タウンセンター）等でフレイル予防に向けた運動教室を実施

新たに一般介護予防把握事業を追加し、要支援および要介護認定を受けていない
65歳以上の高齢者を対象に状況把握調査を行い介護予防活動へつなげる

元気あっぷポイント事業

福祉施設や地域サロンでのボランティア、オレンジサポーター、食生活改善推進員の
活動及び、居場所や介護予防事業への参加にポイントを付与し社会参加を促進

住民主体による生活支援サービス団体へのサポート

住民が組織する生活支援サービス活動団体の立ち上げ、運営をサポート

地域の居場所(ふれあいいきいきサロン)間交流事業　《北高くらし支え合い協議体活動》

既存の地域の居場所同士の交流を目的とした事業の実施



◎

・

◎ 高齢者見守り配食サービス

・

■障がい者福祉対策事業

　障がい児者の生活を支援し、地域に対して理解の促進を図ります。

朗読ボランティアと連携した広報朗読テープ配布事業【共同募金配分事業】

・

手話講習会（初めて講習、ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ講習）の開催 【共同募金配分事業】

・

障がい児と支援ボランティアとの交流事業 【共同募金配分事業】

・ 障害者支援ボランティアの協力を得て障がい児との交流事業を実施

■福祉教育・子育て支援事業

子どもと高齢者の交流事業 【共同募金配分事業】

・ 町内保育園にてシニアクラブ会員との交流会を実施

◎

・

児童生徒等に対する福祉体験講師派遣

・ 学校で行われる福祉学習プログラムの提案及び講師の派遣

■災害時対策事業

　災害を見据えた連携を図り、避難行動要支援者支援体制の強化を図ります。

避難行動要支援者支援事業

・ 調査員が避難行動要支援者台帳の更新、新規調査等を実施

・

災害対応訓練への参画

・

　児童福祉の推進のため、子育て環境の改善や学校と連携した福祉教育の推進を図ります。

みまもるアイたかねざわ事業　《つながる絆あくつ協議体活動》

バンダナを付けて普段の活動（犬の散歩やウォーキング）を行うことで地域の‟見守り”
と自身へ‟見守られ”を兼ねる事業

ひとり暮らし高齢者、高齢者世及び要支援1以上の高齢者を対象に、昼食宅配によ
る栄養面からの健康増進と安否確認

みすず会の協力を得て「広報たかねざわ」、「社協だより」の読替テープを作成し配布

初めて講習を5月～12月の毎週開催(タウンセンター)、ステップアップ講習を月1回開
催(図書館中央館）

リユース学生服支援事業

不要になった学生服の回収ボックスを設置し、制服リユース団体を通じて制服を手直
しして、生活困窮世帯に安価で提供

災害ボランティア養成講座の開催

災害時に地域を支える人材を増やす目的で「避難所支援」「災害ボラセン支援」をﾃｰ
ﾏとした講座を開催

災害対応訓練において、在宅福祉ネットと協働して福祉対策本部の設置訓練実施



■情報発信

広報誌「社協だより」の発行 【共同募金配分事業】

・ 年2回社会福祉協議会広報誌の発行

　 生活支援体制整備事業情報誌「ミルシル」の発行

・

町内各種イベントでの啓発

・

◎ ホームページ、SNS、LINEでの啓発（常設）

・

■日本赤十字社事業

火災救援物資の交付

・ 火災等の被害を受けた世帯へ布団、毛布、救急セットの給付

・

・

・

・

■募金活動

　活動の財源確保として各種募金の推進を図ります。

赤い羽根共同募金の推進

日本赤十字会費納入の推進

町愛の基金造成の推進

社会福祉協議会費の納入推進

各種義援金、救援金の募集

ホームページ、SNS（インスタグラム・フェイスブック）やLINEでの情報の発信

　社協だよりやホームページを活用し、社会福祉協議会に関する情報の充実を図ります。 

地域活動促進を目的とし地域で活躍する人にスポットを当てた広報誌「ミルシル」を発行

エコフェスタ、情報の森マラソン、さくらフェスタにて啓発

　日本赤十字社栃木県支部高根沢町分区として、災害事業やボランティア支援を行います。

赤十字奉仕団ボランティア活動の支援

義援金と救援金の募集活動

フードドライブ運営協力

イベントや講座での協力

赤十字救急法等講習会の開催



■地域支えあいセンターまるっとの運営

◎ 地域支えあいセンターまるっとの運営

・

日常生活自立支援（あすてらす）事業（再掲：生活支援事業）

■その他の活動

不要入れ歯リサイクル

・

善意銀行の運営

・ 住民からの善意（物品寄贈）の窓口を設置

　 ＩＣＴを活用した情報ネットワークの強化

・

使用済み切手収集活動

・

各種委員会等への参画

・

■実習生等の受け入れ

　関連団体からの実習生、研修生等の受け入れ

中学校マイチャレンジ

社会福祉現場実習

■担当事務局

　関連団体等との連携を図り、必要な支援を行います。

日本赤十字社栃木県支部高根沢町分区

日本赤十字社栃木県支部高根沢町分区赤十字奉仕団

高根沢町シニアクラブ（運営支援）

高根沢町ひとり親家庭福祉会（運営支援）

高根沢町身体障害者福祉会（運営支援）

　複合的な課題に対して相談を受け止め、地域と専門職が連携して課題解決に取り組みます。

「総合相談窓口事業」、「ボランティアセンター事業」、「志民活動センター事業」を一体的に
行うことによって多様化する相談を包括的に受けとめ、適切な支援に繋ぐ窓口を設置

生活支援体制整備事業　（再掲：地域福祉事業）

ボランティアセンターの運営　（再掲：ボランティア・住民活動事業）

志民活動センター事業　（再掲：ボランティア・住民活動事業）

家庭や企業にある使用済み切手を回収し、益金を福祉活動へ活用

在宅福祉ネット、福祉避難所ネットワーク、多職種連携会議、
県フードバンク連絡協議会、県ボランティア活動振興センター運営委員会
共同募金研究会、認知症地域支援推進委員会、福祉教育研究会　　　等

心配ごと相談所の開設　（再掲：生活支援事業）

法律相談事業の実施　（再掲：生活支援事業）

志民公開講座の開催

ＬＩＮＥを活用した相談の実施

役場、本会窓口に「入れ歯回収ボックス」を設置し、入れ歯をリサイクルした益金を地域に還元

クラウド技術を活用してネットワーク環境の安全性向上と業務効率化を図る



【再掲】共同募金配分事業

　共同募金会を活用し、各種福祉活動に配分しています。

赤い羽根共同募金地域助成事業 地域福祉事業

心配ごと相談所の開設 生活支援事業

障がい者福祉事業

手話講習会（初めて講習、ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ講習）の開催 障がい者福祉事業

障がい児と支援ボランティアとの交流事業 障がい者福祉事業

子どもと高齢者の交流事業 福祉教育・子育て支援事業

広報誌「社協だより」の発行 情報発信

※廃止事業

■福祉センターの指定管理運営福祉センター指定管理事業

各種団体への会議室貸出

福祉避難所拠点運用事業

リモート会議専用スペースの整備

朗読ボランティアと連携した広報等朗読テープ配布事業

高齢者の福祉センターを利用したサークル活動の促進


